
R６清流の国ぎふ移住支援事業補助金・必要書類一覧【就業】

■必要書類一覧

必要書類の例

□補助金等交付申請書★

□実施計画書★

【就業】

【テレワーク】

・就業先が、岐阜県外に事業所を有する法人、団体又は個人で雇用保険の適用事業主であること

・勤務先を変更せず、継続して就業していること

※テレワークの場合の就業先住所は自宅の住所を記載してください

□身分証明書（申請者様分）

□補助金等交付請求書★

□通帳またはキャッシュカードの写し

(郵送)移住者実態把握調査アンケート ・交付決定通知書と一緒に市から申請者へ郵送します

★…指定様式がございます

加入自治会名 ：

交付
決定後

□移住元の住民票の除票または戸籍の
附票など（申請者様分）

申
請
時

□美濃加茂市の住民票（世帯員全員
分）※マイナンバーの記載は不要

□就業証明書★

※移住５年目までの各年、美濃加茂市に在住していることや自治会活動内容などの確認を行います

い
ず
れ
か

・転入後１年以内であるか

※外国人住民である場合は「在留資格・期間」が分かるものをご用意ください

・顔写真付きのもの

・申請書類と一緒にご提出いただく場合、日付は空欄でご申請ください

・支払先の銀行名、支店、口座番号、名義の確認　※ご本人様口座に限ります

・転入前及び転入後において申請者と世帯員が同一世帯に属しているかどうか

・令和５年４月２日以降に転入したか

・転入の直前５年間岐阜県以外の都道府県に在住していたか

※取得される際は、本籍地や元の居住地の市民課に必ず相談してください

・就業先が、岐阜県内に事業所を有する法人、団体又は個人で雇用保険の適用事業主であること
（岐阜県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず美濃加茂市から通勤するときを含む）

確認内容及び留意事項

・週２０時間以上の無期雇用の契約であるか

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないか


